
 

 
                               
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 実印、使用印鑑届 

使用印      社印 
社印の届けは必須ではありませ 
ん。入札及び見積並びに代金の 
請求等で使用することがなけれ 
ば押印しないでください。 

上記の印鑑は、入札及び見積への参加、契約の締結並びに代金の 

請求及び受領のために使用します。 

実印 


